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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力需要家に備えられる電力負荷と、ピークシェービング及び他サービスを実施するた
めに使用される蓄電システムとを用いて、前記電力需要家の買電電力を削減する電力制御
装置の電力制御方法であって、
　前記蓄電システムは、前記ピークシェービング、または、前記他サービスを実施するた
めに使用される所定期間ごとの電池用途を取得し、
　前記電力負荷の消費電力を取得し、
　前記消費電力に基づいて前記電力需要家の前記買電電力を判断し、
　判断した前記買電電力が目標買電電力上限値以上となる期間がある場合、当該ピーク期
間内において前記電力負荷の消費電力を通常使用時の消費電力より制限し、
　前記ピーク期間内であって、前記電力負荷の消費電力制限後においても前記買電電力が
前記目標買電電力上限値以上となる場合、且つ、前記ピーク期間における前記電池用途が
前記ピークシェービングである場合、前記蓄電システムを放電させる、
　電力制御方法。
【請求項２】
　前記電力負荷の出力変動に応じて変化する前記電力需要家の環境指数を受信し、
　前記ピーク期間内であって、前記環境指数が所定範囲内である場合、前記電力負荷の消
費電力を制限する、
　請求項１に記載の電力制御方法。
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【請求項３】
　前記ピーク期間内であって、前記消費電力制限後、前記環境指数が所定範囲外である場
合、前記蓄電システムを放電させ、さらに、前記電力負荷の出力を前記消費電力制限時よ
り増大させる、
　請求項２に記載の電力制御方法。
【請求項４】
　前記ピーク期間前に、前記電力負荷の出力を増大させる、
　請求項２に記載の電力制御方法。
【請求項５】
　前記ピーク期間内における前記電池用途が、前記ピークシェービングの後に前記他サー
ビスと決定されている場合、前記他サービスを実施するために前記蓄電システムに要求さ
れる残存容量を満たす範囲で、前記蓄電システムを放電させる、
　請求項１に記載の電力制御方法。
【請求項６】
　前記ピーク期間後の前記電力需要家の前記買電電力を判断し、
　前記ピーク期間後において、判断した前記ピーク期間後の前記買電電力が目標買電電力
上限値以上となる場合、且つ、前記電池用途が前記ピークシェービングである場合、前記
蓄電システムを放電させる、
　請求項１に記載の電力制御方法。
【請求項７】
　前記ピーク期間終了後、前記電力負荷の消費電力を通常使用時の消費電力に戻す、
　請求項１に記載の電力制御方法。
【請求項８】
　電力需要家に備えられる電力負荷と、ピークシェービング及び他サービスを実施するた
めに使用される蓄電システムとを用いて、前記電力需要家の買電電力を削減する電力制御
装置であって、
　前記蓄電システムは、前記ピークシェービング、または、前記他サービスを実施するた
めに使用される所定期間ごとの電池用途を事前に決定され、
　前記電力制御装置は、
　前記蓄電システムの前記電池用途を受信する蓄電システムスケジュール管理部と、
　前記電力負荷の消費電力を取得する状態受信部と、
　前記消費電力に基づいて前記電力需要家の前記買電電力を判断する予測部と、
　前記電池用途と、前記消費電力と、前記予測部が判断した前記買電電力とを用いて、前
記電力負荷、および、前記蓄電システムの制御信号を生成するピークシェービング実施制
御部と、
　前記ピークシェービング実施制御部が生成した制御信号を、前記電力負荷、または、前
記蓄電システムに送信する制御指令送信部と、を備え、
　前記ピークシェービング実施制御部は、前記予測部が判断した前記買電電力が目標買電
電力上限値以上となる期間がある場合、当該ピーク期間内において前記電力負荷の消費電
力を通常使用時の消費電力より制限する制御信号を生成し、
　前記ピーク期間内であって、前記電力負荷の消費電力制限後においても前記買電電力が
前記目標買電電力上限値以上となる場合、且つ、前記ピーク期間における前記電池用途が
前記ピークシェービングである場合、前記蓄電システムを放電させる制御信号を生成する
、
　電力制御装置。
【請求項９】
　電力需要家に備えられる電力負荷と、ピークシェービング及び他サービスを実施するた
めに使用される蓄電システムと、前記電力需要家の買電電力を削減する電力制御装置とを
含む電力制御システムであって、
　前記蓄電システムは、前記ピークシェービング、または、前記他サービスを実施するた
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めに使用される所定期間ごとの電池用途を事前に決定され、
　前記電力制御装置は、
　前記蓄電システムの前記電池用途を受信する蓄電システムスケジュール管理部と、
　前記電力負荷の消費電力を取得する状態受信部と、
　前記消費電力に基づいて前記電力需要家の前記買電電力を判断する予測部と、
　前記電池用途と、前記消費電力と、前記予測部が判断した前記買電電力とを用いて、前
記電力負荷、および、前記蓄電システムの制御信号を生成するピークシェービング実施制
御部と、
　前記ピークシェービング実施制御部が生成した制御信号を、前記電力負荷、または、前
記蓄電システムに送信する制御指令送信部と、を備え、
　前記ピークシェービング実施制御部は、前記予測部が判断した前記買電電力が目標買電
電力上限値以上となる期間がある場合、当該ピーク期間内において前記電力負荷の消費電
力を通常使用時の消費電力より制限する制御信号を生成し、
　前記ピーク期間内であって、前記電力負荷の消費電力制限後においても前記買電電力が
前記目標買電電力上限値以上となる場合、且つ、前記ピーク期間における前記電池用途が
前記ピークシェービングである場合、前記蓄電システムを放電させる制御信号を生成する
、
　電力制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電力負荷及び蓄電システムを用いて、系統電源に接続された需要家の買電電
力を削減する電力制御装置の電力制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力自由化の拡大に伴い、需要家が様々な電力サービスに参加することが考えられる。
例えば、買電電力のピークの抑制（ピークシェービング）や、ネガワット取引、負荷周波
数調整サービスなどの電力サービスがあげられる。また、複数の需要家を取りまとめ、電
力事業者とまとめて取引を行うアグリゲータサービスも考えられる。これらを実施するた
めには、需要家側で買電電力を制御することが求められる。
【０００３】
　特許文献１では、電力使用量を契約電力内に抑制する電力管理システムが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９５４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、制御能力の高い蓄電システムなどの分散型電源をピー
クシェービング以外のサービスに参加させるための機会提供が十分ではない。
【０００６】
　本開示は、系統電源に接続された需要家の買電電力を平準化しつつ、制御能力の高い蓄
電システムなどの分散型電源をピークシェービング以外のサービスに積極的に参加させる
ための電力制御装置の電力制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一態様に係る電力制御方法は、電力需要家に備えられる電力負荷と、ピークシ
ェービング及び他サービスを実施するために使用される蓄電システムとを用いて、前記電
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力需要家の買電電力を削減する電力制御装置の電力制御方法であって、前記蓄電システム
は、前記ピークシェービング、または、前記他サービスを実施するために使用される所定
期間ごとの電池用途を取得し、前記電力負荷の消費電力を取得し、前記消費電力に基づい
て前記電力需要家の前記買電電力を判断し、判断した前記買電電力が目標買電電力上限値
以上となる期間がある場合、当該ピーク期間内において前記電力負荷の消費電力を通常使
用時の消費電力より制限し、前記ピーク期間内であって、前記電力負荷の消費電力制限後
においても前記買電電力が前記目標買電電力上限値以上となる場合、且つ、前記ピーク期
間における前記電池用途が前記ピークシェービングである場合、前記蓄電システムを放電
させる。
【０００８】
　なお、これらの全般的または包括的な態様は、装置、システム、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体で実現されて
もよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み
合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の電力制御装置および電力制御方法、電力制御装置、及び、電力制御システムは
、分散型電源を用いてピークシェービング以外のサービスを行うとともに、必要に応じて
分散型電源を用いたピークシェービングを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本実施の形態に係る買電電力削減システムの構成例を表す図である。
【図２】図２は、時間軸に沿った蓄電システムと電力負荷の制御状態の例を表す図である
。
【図３】図３は、本実施の形態に係るピークシェービング統合管理装置の構成例を表す図
である。
【図４】図４は、蓄電システムを用いてピークシェービングを実施する際の買電電力削減
システムの処理を示すフローチャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、本実施の形態に係るピークシェービングの実施例を表す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本実施の形態に係るピークシェービングの実施例を表す図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、本実施の形態に係るピークシェービングの実施例を表す図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、本実施の形態に係るピークシェービングの実施例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜発明者らが得た知見＞
　一般に、需要家の買電電力が目標買電電力上限値を超過すると、大きな電力料金の負担
が生じる。そこで、買電電力が目標買電電力上限値を超過しないように、買電電力を削減
するピークシェービングを行うことで、需要家が系統電源から購入する買電電力のピーク
を抑制し、電力料金を安価にすることができる。
【００１２】
　また、需要家に蓄電システムを備えることにより、ピークシェービング以外の電力サー
ビス（例えば、周波数調整サービスやネガワット取引など）の電力サービスにも参加でき
、インセンティブを得ることができる。さらに、蓄電システムから放電することで、停電
時でも生活に必要な機器を稼働させることができ、需要家の利便性を高めることができる
。
【００１３】
　このように、蓄電システムには、ピークシェービング以外の有用性も併せ持つ。
【００１４】
　しかしながら、従来技術において蓄電システムは、ある特定の用途のために備えられる
ことが多く、例えば、特許文献１では、ピークシェービングを行うために蓄電システムが
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備えられているため、電気機器よりも蓄電システムを優先的に使用してピークシェービン
グを行っている。即ち、従来技術においては、ピークシェービングを行う必要がある場合
、蓄電システムはピークシェービング以外の電力サービスに使用することができない。
【００１５】
　そこで本発明者らは、蓄電システムの総合的な有用性及び経済性を高めるために、蓄電
システムをピークシェービングのみならず、負荷周波数調整制御サービスやバックアップ
などの他の用途でも使用し、負荷周波数調整制御市場からインセンティブを得ることや、
電力負荷の停電時対応も、併せて行うことを着想した。この場合、蓄電システムを複数の
サービスに使用する場合、事前に所定期間ごとの用途が決定されることが考えられる。
【００１６】
　本発明者らは、蓄電システムを用いて複数のサービスを実施する際に生じる、蓄電シス
テムと電力負荷の電力制御の新たな課題を発見し、当該課題を解決する手段を想到した。
【００１７】
　本開示の一態様においては、蓄電システムを用いてピークシェービングを実施しつつ、
蓄電システムを用いて他サービスへの参加を可能とし、システムとしての総合的な有用性
及び経済性を大きくすることを目指す。そのため、本開示の一態様においては、電力負荷
を優先して負荷制御し、それでも買電電力が目標買電電力上限値を超過する場合、蓄電シ
ステムをピークシェービングに利用する。それ以外の場合においては、蓄電システムを他
サービスに利用することで、系統電源に接続された需要家のピークシェービング期間中の
買電電力のピークの抑制をしつつ、制御能力の高い蓄電システムなど分散型電源をピーク
シェービング以外のサービスに積極的に参加させるための蓄電システムの充放電制御方法
を提供することを目的とする。
【００１８】
　このような問題を解決するために、本開示の一態様に係る電力制御方法は、電力需要家
に備えられる電力負荷と、ピークシェービング及び他サービスを実施するために使用され
る蓄電システムとを用いて、前記電力需要家の買電電力を削減する電力制御装置の電力制
御方法であって、前記蓄電システムは、前記ピークシェービング、または、前記他サービ
スを実施するために使用される所定期間ごとの電池用途を取得し、前記電力負荷の消費電
力を取得し、前記消費電力に基づいて前記電力需要家の前記買電電力を判断し、判断した
前記買電電力が目標買電電力上限値以上となる期間がある場合、当該ピーク期間内におい
て前記電力負荷の消費電力を通常使用時の消費電力より制限し、前記ピーク期間内であっ
て、前記電力負荷の消費電力制限後においても前記買電電力が前記目標買電電力上限値以
上となる場合、且つ、前記ピーク期間における前記電池用途が前記ピークシェービングで
ある場合、前記蓄電システムを放電させる。
【００１９】
　蓄電システムをピークシェービングとピークシェービング以外のサービスに使用する場
合において、蓄電システムを用いてピークシェービング以外のサービスを行うとともに、
必要に応じて蓄電システムを用いたピークシェービング（買電電力削減）を行うことがで
きる。
【００２０】
　例えば、前記電力負荷の出力変動に応じて変化する前記電力需要家の環境指数を受信し
、前記ピーク期間内であって、前記環境指数が所定範囲内である場合、前記電力負荷の消
費電力を制限してもよい。
【００２１】
　例えば、前記ピーク期間内であって、前記消費電力制限後、前記環境指数が所定範囲外
である場合、前記蓄電システムを放電させ、さらに、前記電力負荷の出力を前記消費電力
制限時より増大させてもよい。
【００２２】
　例えば、前記ピーク期間前に、前記電力負荷の出力を増大させてもよい。
【００２３】
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　例えば、前記ピーク期間内における前記電池用途が、前記ピークシェービングの後に前
記他サービスと決定されている場合、前記他サービスを実施するために前記蓄電システム
に要求される残存容量を満たす範囲で、前記蓄電システムを放電させてもよい。
【００２４】
　例えば、前記ピーク期間後の前記電力需要家の前記買電電力を判断し、前記ピーク期間
後において、判断した前記ピーク期間後の前記買電電力が目標買電電力上限値以上となる
場合、且つ、前記電池用途が前記ピークシェービングである場合、前記蓄電システムを放
電させてもよい。
【００２５】
　例えば、前記ピーク期間終了後、前記電力負荷の消費電力を通常使用時の消費電力に戻
してもよい。
【００２６】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、装置、システム、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体記録媒体で
実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体
の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【００２７】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２８】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形
態、処理のステップ、ステップの順序等は、一例である。したがって、これらの各形態に
より、本開示が限定されるものではない。また、以下の実施の形態における構成要素のう
ち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意
の構成要素として説明される。
【００２９】
　＜実施の形態＞
　図１は、本実施の形態に係る買電電力削減システムの構成例を表す。
【００３０】
　図１において、買電電力削減システム１００は、制御対象外の電力負荷１０１と、制御
対象の電力負荷１０２と、蓄電システム１０４と、ピークシェービング統合管理装置１０
５とを含む。
【００３１】
　需要家にて使用される制御対象外の電力負荷１０１と、制御対象の電力負荷１０２は、
系統電源１０３に接続され、系統電源１０３から供給される電力によって駆動する。また
、制御対象外の電力負荷１０１と、制御対象の電力負荷１０２とは、蓄電システム１０４
にも接続され、蓄電システム１０４から供給される電力によっても駆動する。なお、ここ
では買電電力削減システム１００に含まれる制御対象外の電力負荷１０１と、制御対象の
電力負荷１０２とはそれぞれ１つとして説明しているが、複数の制御対象外の電力負荷１
０１と、複数の制御対象の電力負荷１０２とが含まれていてもよい。
【００３２】
　蓄電システム１０４は、需要家に設けられ、系統電源１０３から供給される電力を蓄電
する。なお、蓄電システム１０４は、必ずしも需要家に設けられる必要はなく、需要家外
部に設けられる共用の蓄電システムの一部を需要家が保有してもよい。
【００３３】
　ピークシェービング統合管理装置１０５は、ピークシェービング機能に責任を持ち、ピ
ークシェービングを実施する際の制御対象の電力負荷１０２への負荷制限指示の生成、蓄
電システム１０４への充放電指令の生成、及び、ピークシェービングの目的で蓄電システ
ム１０４を使用するためのスケジュールの予約要否を判定する。ピークシェービング統合
管理装置１０５は、制御対象外の電力負荷１０１と、制御対象の電力負荷１０２の消費電
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力を予測することにより買電電力の総量が目標電力（目標買電電力上限値）を超過する恐
れがあるかを判断し、ピークシェービングを実施するか否かを判断する。ピークシェービ
ング統合管理装置１０５がピークシェービングの実施が必要であると判断した場合、ピー
クシェービング統合管理装置１０５は、制御対象の電力負荷１０２に対して負荷制限指示
、蓄電システム１０４に対して放電指令の少なくともいずれか一方を通知し、買電電力が
目標電力を超過しないような制御を行う。また、制御対象外の電力負荷１０１の消費電力
と、制御対象の電力負荷１０２の消費電力とを予測することにより今後の買電電力の総量
が目標電力を超過する恐れがあるかを判断し、蓄電システム１０４からの放電によるピー
クシェービングが必要か否かを判断する。ピークシェービング統合管理装置１０５が今後
、蓄電システム１０４によるピークシェービングの実施が必要であると判断した場合、ピ
ークシェービング統合管理装置１０５は、蓄電システムスケジュール管理装置１０６に対
して、蓄電システム１０４をピークシェービングの実施が必要であると判断したスロット
においてピークシェービングに使用できるよう使用予約依頼を通知する。
【００３４】
　蓄電システムスケジュール管理装置１０６は、ピークシェービング統合管理装置１０５
から送られてきた蓄電システム１０４のピークシェービングへの使用予約依頼を受け、他
のサービスとの兼ね合いから蓄電システム１０４をピークシェービングに使用するかを判
断する。ピークシェービングへの使用予約を受けた期間が既に他のサービス（例えば負荷
周波数調整サービス）のために使用されることが確定していた場合、蓄電システムスケジ
ュール管理装置１０６はピークシェービング統合管理装置１０５に対して、蓄電システム
１０４はピークシェービングのために使用できず、負荷周波数調整サービスのために使用
するスケジュールであることを通知する。蓄電システム１０４をピークシェービングに使
用できる場合、蓄電システムスケジュール管理装置１０６は、ピークシェービング統合管
理装置１０５にピークシェービングのために蓄電システム１０４を使用できるスケジュー
ルであることを通知する。ピークシェービング統合管理装置１０５は蓄電システムスケジ
ュール管理装置１０６から返信される蓄電システム１０４の使用スケジュールを内部で保
持する。
【００３５】
　蓄電システム１０４を用いて他のサービス、例えば負荷周波数調整サービス、を実施す
る際には、蓄電システムスケジュール管理装置１０６は、電力市場１０８に入札を行い、
負荷周波数調整制御装置１０７に蓄電システム１０４を負荷周波数調整制御に使用する期
間など、サービス実行に必要な情報を通知する。負荷周波数調整制御装置１０７は負荷周
波数調整制御期間中、負荷周波数調整制御を行うために蓄電システム１０４の充放電制御
を行う。
【００３６】
　図２は、時間軸に沿った蓄電システム１０４と制御対象の電力負荷１０２の制御状態の
例を表す図である。
【００３７】
　ピークシェービングを行う際、実際に機器制御する対象は制御対象の電力負荷１０２と
蓄電システム１０４である。制御対象の電力負荷１０２は、例えば空調負荷が想定され、
室内機の設定温度を調整することや、室外機の消費電力に制限を設定することで、消費電
力を制限する。なお、制御対象の電力負荷１０２は照明などでもよく、消費電力を制限で
きる機器であればどのような機器でもよい。制御対象の電力負荷１０２は、応答速度、出
力分解が蓄電システム１０４に劣っており細やかな出力調整ができないため、負荷周波数
調整サービスなどの高い制御能力が要求される電力サービスには参加できず、ピークシェ
ービングなどの単純に消費電力を抑制する電力サービスにのみ参加できることが想定され
る。そのため、ピークシェービングが必要であると判断された際には制御対象の電力負荷
１０２は他の電力サービスに参加しておらず、ピークシェービング統合管理装置１０５は
任意のタイミングで負荷制限を実施開始することができる。現在時刻が２０１３／１２／
０１　１０：１５とすると、２０１３／１２／０１　１０：１５以降の範囲２０１は制御
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対象の電力負荷の制御状態を任意に切り替えることができる。
【００３８】
　一方、蓄電システム１０４はピークシェービングのみならず、負荷周波数調整サービス
などの他のサービスにも利用するため、事前に使用用途のスケジューリングが必要になる
。特に、負荷周波数調整サービスなどは電力市場などの外部に対して提供するため、入札
期限などのあらかじめ一定先のスロットの使用用途を決定する期限があり、さらに、その
期限を経過すると他のサービスへ使用用途を切り替えられないことが想定される。例えば
、負荷周波数調整サービスへの入札期限が６０分前までの場合、２０１３／１２／０１　
１１：３０以降の範囲２０４が蓄電システム１０４の使用用途を変更可能である。スロッ
ト２０３ｄは次のスロットには使用用途を変更することができなくなるため、現在のスロ
ットの間に蓄電システム１０４の使用用途を決定する必要がある。また、スロット２０３
ａ、２０３ｂ、２０３ｃについてはすでに蓄電システム１０４の使用用途はそれぞれ決定
されており、スロット２０３ａではピークシェービング、スロット２０３ｂ、２０３ｃで
は負荷周波数調整サービスに使用する。蓄電システム１０４をピークシェービングに使用
するスロット２０３ａでは、系統電源１０３からの買電電力を抑制するために、蓄電シス
テム１０４を放電させる。なお、ここでは説明のために、負荷周波数調整サービスへの入
札期限が６０分前であるとして説明したが、この例に限られない。
【００３９】
　図３は、本実施の形態に係るピークシェービング統合管理装置の構成例を表す図である
。
【００４０】
　ピークシェービング統合管理装置１０５は、状態受信部３０１と、実測状態データベー
ス３０２と、予測部３０３と、予測状態データベース３０４と、ピークシェービング実施
制御部３０５と、蓄電システムスケジュールデータベース３０６と、制御指令送信部３０
７と、充放電計画部３０８と、蓄電システムスケジュール管理部３０９と、を備える。
【００４１】
　状態受信部３０１は、制御対象の電力負荷１０２と、蓄電システム１０４とからそれぞ
れ消費電力及び環境指数と、ＳＯＣ及び充放電電力とを受信し、実測状態データベース３
０２に保持する。環境指数とは、制御対象の電力負荷１０２をどの程度の強度で電力制限
できるかを決定する値であり、例えば室温などが挙げられる。なお、環境指数には、湿度
や体感温度、不快指数、ＰＭＶ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｍｅａｎ　Ｖａｌｕｅ）、日射量
、室内人数、ＣＯ２濃度などが含まれていてもよい。また、系統電源１０３からの買電電
力を計測するセンサ１０９から送られる買電電力計測値を実測状態データベース３０２に
保持する。この際、買電電力計測値と、蓄電システム１０４の充放電電力と、制御対象の
電力負荷１０２の消費電力とを用いて、制御対象外の電力負荷１０１の消費電力が算出さ
れ、算出された消費電力を同じく実測状態データベース３０２に保持する。なお、各種セ
ンサ１０９の配置は本実施例によらず任意であり、例えば、制御対象外の電力負荷１０１
の消費電力を直接計測できるセンサを取り付けてもよい。
【００４２】
　予測部３０３は、実測状態データベース３０２が保持する制御対象外の電力負荷１０１
の消費電力と、制御対象の電力負荷１０２の消費電力と、環境指数と、蓄電システム１０
４のＳＯＣと、蓄電システムスケジュールデータベース３０６が保持する今後の蓄電シス
テム１０４の使用スケジュールとに基づいて、今後の制御対象外の電力負荷１０１の消費
電力と、制御対象の電力負荷１０２の消費電力と、蓄電システム１０４の充放電電力とを
予測する。また、予測部３０３は、今後の制御対象外の電力負荷１０１の消費電力と、制
御対象の電力負荷１０２の消費電力と、蓄電システム１０４の充放電電力との和として系
統電源１０３からの買電電力を予測し、予測状態データベース３０４に結果を保持する。
予測方法は、重回帰やカーネル回帰、時系列分析、ウェーブレット分析、ニューラルネッ
トワーク、パターンマッチング、フィルタによる予測や、これらの組み合わせによる手法
で用いて行ってよい。なお、この予測部に関しては図４を用いて詳細を後述する。
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【００４３】
　ピークシェービング実施制御部３０５は、現在のスロットでの系統電源１０３からの買
電電力のピークを抑制するように、制御対象の電力負荷１０２に対する負荷制限指示と、
蓄電システム１０４に対する充放電指令値とを生成する。ピークシェービング実施制御部
３０５は、実測状態データベース３０２から系統電源１０３の買電電力と、蓄電システム
１０４のＳＯＣと、環境指数と、予測状態データベース３０４から買電電力予測値と、蓄
電システムスケジュールデータベース３０６から蓄電システム１０４の使用スケジュール
とを取得し、制御対象の電力負荷１０２に対する負荷制限指示と、蓄電システム１０４に
対する充放電指令値とを生成し、制御指令送信部３０７を通じて制御対象の電力負荷１０
２及び蓄電システム１０４へ送信する。なお、蓄電システム１０４への充電指令値は、現
在のスロットにおいて蓄電システム１０４をピークシェービングのために使用できる場合
にのみ送信するようにしてもよい。制御対象の電力負荷１０２と、蓄電システム１０４へ
のそれぞれ負荷制限指示及び充放電指令値の生成に関する詳細は図４を用いて後述する。
【００４４】
　充放電計画部３０８では、今後のスロットにおいて、蓄電システム１０４をピークシェ
ービングに用いる必要があるかどうかを判定する。充放電計画部３０８は、今後のスロッ
トにおいてピークシェービング実施制御部３０５がピークシェービングを行った際の動作
をシミュレートし、仮に蓄電システム１０４をピークシェービングのために使用予約して
いない場合に、系統電源１０３から大きな買電電力のピークが発生すると予測される場合
に、蓄電システムスケジュール管理部３０９に対して、蓄電システム１０４をピークシェ
ービングのために使用できるよう予約するよう通知を送る。なお、大きな買電電力のピー
クが発生しない場合であっても、ＳＯＣが所定の基準以下であり、他のサービスを行うた
めに充電が必要な場合にも、蓄電システムスケジュール管理部３０９に対して、蓄電シス
テム１０４をピークシェービングのために使用できるよう予約するよう通知を送ってもよ
い。
【００４５】
　蓄電システムスケジュール管理部３０９は、蓄電システムスケジュール管理装置１０６
に対して、充放電計画部３０８から予約依頼を受けたスロットについて、蓄電システム１
０４をピークシェービングのために使用できるように予約を依頼する。また、蓄電システ
ムスケジュール管理部３０９は、蓄電システムスケジュール管理装置１０６から蓄電シス
テム１０４の使用スケジュールの通知を受け、蓄電システムスケジュールデータベース３
０６に保持する。この際、蓄電システム１０４をピークシェービングに使用できるよう予
約依頼したスロットであっても、他のサービスの方が優先度が高い場合などには、ピーク
シェービングに使用することができない場合があり得る。また逆に、ピークシェービング
に使用するよう予約依頼をしていないスロットであっても、他のサービスへの使用予定が
ない場合には、ピークシェービングに使用できるスケジュールが送られる場合があり得る
。
【００４６】
　図４は、ピークシェービングを実施する際の制御対象の電力負荷１０２への電力制限指
令と、蓄電システム１０４への充放電指令値を生成するフローチャートを表す図である。
なお、本フローチャートに示される処理は定期的に実行される。
【００４７】
　まず、現在の環境指数が閾値以上に悪化しているか否かを判定する（Ｓ４０１）。現在
の環境指数が閾値以上に悪化していると判定された場合（Ｓ４０１でＹｅｓ）、制御対象
の電力負荷１０２の電力制限を弱化する（Ｓ４０２）。これは例えば、空調機器の出力を
かなり厳しく制限しており、室内温度が３０度を上回るなどして不快感が増し、空調機器
の出力制限が許容されないと判断した場合に、空調機器の出力制限を弱めて冷房能力を上
げることで、室温を下げて快適性を回復させることを意味する。即ち、電力制限を弱化と
は、電力制限を緩和することを意味し、制御対象の電力負荷１０２の出力を増大させるこ
とを示す。電力制限の弱化は、電力制限を通常使用時（電力制限なし）としてもよく、ピ
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ークシェービング開始前の電力制限の値に戻すということでもよく、これらの例に限られ
ない。尚、制御対象の電力負荷１０２に電力制限を行っていない場合は、制御対象の電力
負荷１０２に制御指令を送らずに、Ｓ４０６のステップに進む。
【００４８】
　現在の環境指数が閾値以下であると判定された場合（Ｓ４０１でＮｏ）、現在のスロッ
トの買電電力予測値が目標電力を超過するか否かを判定する（Ｓ４０３）。現在のスロッ
トの買電電力予測値とは、現時点での制御対象の電力負荷１０２の制御状態、蓄電システ
ム１０４の制御状態を維持した際に予測される現スロットの平均買電電力を意味する。予
測した買電電力が目標電力を超過する場合（Ｓ４０３でＹｅｓ）、制御対象の電力負荷の
電力制限を強化し（Ｓ４０４）、買電電力を抑制する。なお、制御対象の電力負荷の電力
制限には段階があり、ある一定以上の電力制限以上には強化されなくてもよい。買電電力
の予測値が目標電力を超過しており、ピークシェービングが必要である場合に、蓄電シス
テム１０４に先行して制御対象の電力負荷１０２の電力制限を強化し、なるべく蓄電シス
テム１０４はピークシェービング目的に使用せず、できる限り制御対象の電力負荷の電力
制限でピークシェービングを達成することを図る。
【００４９】
　現在のスロットの買電電力予測値が目標電力を超過しないと判定された場合（Ｓ４０３
でＮｏ）、現スロットで、蓄電システム１０４をピークシェービング目的で予約しており
、かつＳＯＣが閾値以下であり充電が必要であると判定された場合には（Ｓ４０５でＹｅ
ｓ）、なるべく早く充電を完了できるよう、制御対象の電力負荷の電力制限を強化する（
Ｓ４０４）。これは、制御対象の電力負荷の電力を制限することで、目標電力を超過しな
い範囲で蓄電システム１０４が充電できる電力幅を広げ、なるべく早く蓄電システム１０
４をピークシェービング以外の他のサービスに活用できるようにすることを意図している
。
【００５０】
　現スロットで、蓄電システム１０４をピークシェービング目的で予約していない、ある
いはＳＯＣが閾値以上であり充電が不要であると判定された場合には（Ｓ４０５でＮｏ）
、制御対象の電力負荷の電力制限を弱化する（Ｓ４０２）。買電電力が目標電力以下であ
り、かつ蓄電システム１０４の充電についても考慮する必要性がないため、制御対象の電
力負荷１０２の電力制限を行う動機はない。そのため、制御対象の電力負荷１０２の電力
制限している場合には、環境指数の改善を目的に、電力制限を弱化する。空調機器などで
は電力制限を解除すると消費電力が一時的に非常に高くなる反動があるため、反動によっ
て買電電力が目標電力を超過しない範囲で弱化を行う。弱化は最終的に、電力制限を行わ
ない範囲まで行う。
【００５１】
　その後、蓄電システム１０４の現スロットでのスケジュールがピークシェービングでは
ないと判定された場合（Ｓ４０６でＮｏ）、蓄電システム１０４をピークシェービングの
ために用いることはできないため、充放電指令の生成は行わない。蓄電システム１０４の
現スロットでのスケジュールがピークシェービングであると判定された場合（Ｓ４０６で
Ｙｅｓ）、現在のスロットの買電電力予測値が目標電力を超過するか判定する（Ｓ４０７
）。なお、ここでの買電電力予測値とは、Ｓ４０２またはＳ４０４で電力制限を制御した
、制御対象の電力負荷１０２の制御状態を考慮した上での予測値である。即ち、制御対象
の電力負荷１０２を電力制限した状態で、買電電力予測値が目標電力を超過するか否かを
判定する。
【００５２】
　依然として買電電力の予測値が目標電力を超過すると判定された場合（Ｓ４０７でＹｅ
ｓ）、買電電力予測値が目標電力を超過しないように放電指令を生成し、蓄電システム１
０４を放電させる（Ｓ４０８）。ここで、環境指数が閾値以上悪化したため、制御対象の
電力負荷の電力制限を弱化し、反動で大きな消費電力が生じる場合であっても、蓄電シス
テム１０４が放電するよう判定されるため、環境指数の維持と、ピークシェービングの両
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立がなされる。一方、制御対象の電力負荷１０２の制御状態を考慮した上で買電電力の予
測値が目標電力を超過しないと判定された場合（Ｓ４０７でＮｏ）、蓄電システム１０４
の現在のＳＯＣが閾値以下であるか否かを判定する（Ｓ４０９）。蓄電システム１０４の
現在のＳＯＣが閾値以下であると判定された場合（Ｓ４０９でＹｅｓ）、買電電力予測値
が目標電力を超過しない範囲で閾値まで達するよう充電指令を生成し、蓄電システム１０
４を充電する（Ｓ４１０）。既に現在のＳＯＣが閾値以上であると判定された場合には（
Ｓ４０９でＮｏ）、蓄電システム１０４は充放電する動機がないため、充放電指令を停止
する指令を生成し、蓄電システム１０４の充放電を停止する（Ｓ４１１）。本処理は繰り
返し行われるため、Ｓ４０８、Ｓ４１０、または、Ｓ４１１終了後、再度Ｓ４０１以降の
処理を行う。
【００５３】
　上記のように、ピークシェービングが必要、あるいは蓄電システム１０４が充電を必要
とする場合には、制御対象の電力負荷１０２の負荷を積極的に抑制することで、ピークシ
ェービングの能力は十分確保しつつ、蓄電システム１０４が放電し、ピークシェービング
のために使用しなければならない期間をできるだけ短くすることができる。なお、環境指
数が悪化すると、蓄電システム１０４をピークシェービングに用いなければならない期間
が増えるため、あらかじめピークシェービングが必要であると判断されるような場合には
、事前に制御対象の電力負荷１０２の運転を買電電力が目標電力を超過しない範囲で強化
し、環境指数を良化させておいてもよい。これは、例えばピークシェービングが必要であ
ると予測されている３０分程度前からピークシェービングが必要な空調機器の設定温度を
下げておくことで、ピークシェービング中に空調機器の消費電力が制限され室温が上昇し
ていくが、室温が許容される範囲内に収まっている期間を長くすることができることなど
を意味する。
【００５４】
　なお、以上の制御状態の切り替えは、制御状態の無用な振動を回避するため、一度制御
状態が切り替わると、一定時間は切り替え後の状態を維持するなどしてもよい。例えば、
図４の制御対象の電力負荷１０２への電力制限指令と、蓄電システム１０４への充放電指
令値の生成は、１０分間隔などの任意のタイミングで繰り返し実行してもよい。
【００５５】
　また、環境指数の判断基準として閾値以上、または、閾値以下として説明したが、上限
と下限が定められる所定の範囲内、または、所定の範囲外としてもよい。
【００５６】
　これにより、蓄電システム１０４をピークシェービングのみならず、負荷周波数調整制
御サービスやバックアップなどの他の用途でも使用し、負荷周波数調整制御市場からイン
センティブを得ることができる。即ち、蓄電システム１０４を用いてピークシェービング
を実施しつつ、蓄電システム１０４を用いて他サービスへの参加を可能とし、システムと
しての総合的な有用性及び経済性を大きくすることができる。
【００５７】
　図５Ａ～図５Ｄは、本実施の形態に係るピークシェービングの実施例を表す図である。
【００５８】
　図５Ａは、本実施の形態に係るピークシェービングにおいて、買電電力の目標電力の超
過を電力負荷の電力制限のみで抑制する例を示す図である。
【００５９】
　図５Ａの（ａ）では、制御対象の電力負荷と、蓄電システム１０４に対して何も指令を
送らず、ピークシェービングを行わない場合の各スロットの買電電力予測値と、目標電力
と、環境指数予測値と、環境指数の閾値とを示している。目標電力は、需要家側が買電電
力のピーク目標を目安に設定する値であり、系統電源１０３との契約によって予め定めた
所定値や、買電電力の実績値及び蓄電システム１０４の充放電能力などから達成可能な範
囲から設定する値でもよく、これらの例に限られない。同じく、環境指数の閾値について
も需要家側が許容できる範囲を目安に設定する値であり、室温３０℃や、ＰＭＶ２．０な
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どでもよく、これらの例に限られない。
【００６０】
　ピークシェービング制御しない場合、１２：３０～１３：００と、１３：００～１３：
３０のスロットの買電電力予測値が目標電力を超過している。そのため、これら２つのス
ロットの買電電力予測値を目標電力以下に抑制することを目的とする。
【００６１】
　図５Ａの（ｂ）は、図５Ａの（ａ）と同じ期間において、本実施の形態に係るピークシ
ェービングの実施例を示す図である。
【００６２】
　まず、１２：３０～１３：００のスロットにおいて、買電電力予測値が目標電力を超過
させないよう、制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施する。電力制限をすることに
より、買電電力予測値を目標電力以下に抑えることができるが、環境指数予測値はその分
悪化する。しかしながら、環境指数予測値は閾値以下であり、許容される。また、電力制
限のみで買電電力予測値を目標電力以下に抑制できる場合には、蓄電システム１０４から
の放電は不要であり、負荷周波数調整などの他のサービスに用いることが可能となる。同
様に、１３：００～１３：３０のスロットについても制御対象の電力負荷１０２の電力制
限を実施し、買電電力予測値を目標電力以下に抑制する。１３：３０～１４：００のスロ
ットでは、消費電力が低下するため、買電電力予測値を目標電力以下に抑制するため、積
極的に制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施する動機はないが、制御対象の電力負
荷１０２の電力制限をまったく行わないと、反動により消費電力の高騰が生じてしまうた
め、電力制限を弱化させつつも実施し、反動を抑える。同じく１４：００～１４：３０の
スロットについても買電電力予測値が目標電力を超過しない範囲で電力制限を弱化させる
。
【００６３】
　その結果、図５Ａの（ｂ）の例では、１２：３０～１３：００と１３：００～１３：３
０のスロットで買電電力予測値を目標電力以下に抑制でき、かつ、それ以降のスロットに
ついても、買電電力予測値を目標電力以下に抑制することができる。電力負荷の電力制限
のみによりピークシェービングを実施できるため、蓄電システム１０４はピークシェービ
ングのために予約する必要はなく、負荷周波数調整などの他のサービスに用いることがで
きる。
【００６４】
　図５Ｂは、本実施の形態に係るピークシェービングにおいて、買電電力予測値の目標電
力の超過が大きく、制御対象の電力負荷１０２の電力制限と蓄電システム１０４からの放
電により抑制する例を示す図である。
【００６５】
　図５Ｂの（ａ）では、１３：００～１３：３０のスロットの買電電力予測値が目標電力
を大幅に超過しており、電力負荷の電力制限のみでは依然として買電電力予測値が目標電
力を超過してしまう。
【００６６】
　図５Ｂの（ｂ）は、図５Ｂの（ａ）と同じ期間において、本実施の形態に係るピークシ
ェービングの実施例を示す図である。
【００６７】
　１２：３０～１３：００のスロットにおいては、買電電力予測値が目標電力を超過させ
ないよう、制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施する。１３：００～１３：３０の
スロットについてもまずは制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施し、買電電力予測
値を目標電力以下に抑制しようと試みる。しかしながら、電力制限のみでは買電電力予測
値を目標電力以下に抑制することができないため、蓄電システム１０４から放電すること
で、買電電力予測値を目標電力以下に抑制する。１３：３０～１４：００のスロットでは
、消費電力が低下するため、積極的に買電電力予測値を抑制する制御は必要なく、蓄電シ
ステム１０４の充電を優先的に実施する。その際、電力負荷の電力制限を解除すると、買
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電電力予測値が目標電力を超過してしまうため、電力制限は継続して実施する。１４：０
０～１４：３０のスロットでは、蓄電システム１０４の充電は必要ないため、買電電力予
測値が目標電力を超過しない範囲で電力制限を弱化させる。これらの際、蓄電システム１
０４は１３：００～１４：００の２スロットはピークシェービングのために利用する必要
があるため、あらかじめピークシェービングのために使用予約を行う。
【００６８】
　その結果、図５Ｂの（ｂ）の例では、１２：３０～１３：００と１３：００～１３：３
０のスロットで買電電力予測値を目標電力以下に抑制でき、かつ、それ以降のスロットに
ついても、買電電力予測値を目標電力以下に抑制することができる。蓄電システム１０４
からも放電することで買電電力予測値を目標電力以下に抑制しつつ、蓄電システム１０４
の充電を電力負荷の電力制限の弱化に優先させることで、速やかに必要量まで充電でき、
他サービスへの使用が可能となる。
【００６９】
　尚、１３：３０以降で、制御対象の電力負荷１０２の電力制限を解除すると買電電力予
測値が目標電力を超過してしまう場合、蓄電システム１０４を放電させることで、買電電
力予測値を目標電力以下に抑制してもよい。
【００７０】
　図５Ｃは、本実施の形態に係るピークシェービングにおいて、買電電力予測値の目標電
力の超過時間が長く、環境指数予測値を維持するために蓄電システム１０４から放電しつ
つ、買電電力予測値を目標電力以下に抑制する例を示す図である。
【００７１】
　図５Ｃの（ａ）では、１２：３０～１４：００のスロットの買電電力予測値が目標電力
を超過しており、また、環境指数予測値も高めであることから、電力負荷の電力制限のみ
で買電電力予測値を抑制すると、環境指数予測値が閾値を超過する。
【００７２】
　図５Ｃの（ｂ）は、図５Ｃの（ａ）と同じ期間において、本実施の形態に係るピークシ
ェービングの実施例を示す図である。
【００７３】
　１２：３０～１３：００と１３：００～１３：３０のスロットにおいては、買電電力予
測値が目標電力を超過させないよう、制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施する。
この２つのスロットについては、電力制限を行っても環境指数予測値は閾値を超過しない
。しかしながら、１３：３０～１４：００のスロットについては環境指数予測値が閾値を
超過させないよう、制御対象の電力負荷１０２の電力制限は、環境指数予測値を維持、あ
るいは良化させるよう弱化させる。ここで、制御対象の電力負荷１０２の制御目的として
は、ピークシェービングは第二義的であり、環境指数予測値が閾値を超過させないことが
第一義となる。即ち、環境指数予測値を閾値以上としないまま、買電電力予測値が目標電
力を超過させないよう、ピークシェービングは蓄電システム１０４から放電することによ
って行う。１４：００～１４：３０のスロットにおいて、消費電力が減少し、積極的に買
電電力予測値を抑制する制御を行う動機はなくなる。このとき、環境指数予測値が閾値以
下であるため、蓄電システム１０４の充電を行い、かわりに制御対象の電力負荷１０２の
電力制御を強化させる。
【００７４】
　その結果、図５Ｃの（ｂ）の例では、１２：３０～１４：３０のスロットで買電電力予
測値を目標電力以下に抑制でき、かつ、環境指数予測値についても閾値以上の悪化は回避
できている。また、環境指数予測値が閾値以下では蓄電システム１０４の放電を控え、充
電を優先させることで、ピークシェービングのために蓄電システム１０４を使用する機会
を短縮し、直後（図５Ｃの（ｂ）では１４：３０以降）に他サービスへの使用が可能とな
る。
【００７５】
　尚、このとき、ピークシェービング直後に、蓄電システム１０４を他サービスに使用す
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ることが予めわかっているので、直後の他サービスの使用に際して蓄電システム１０４に
求められる残存容量を満たす範囲で、蓄電システム１０４の充放電を行うとしてもよい。
【００７６】
　図５Ｄは、本実施の形態に係るピークシェービングにおいて、買電電力予測値が目標電
力を超過する事前に、制御対象の電力負荷を制御し、あらかじめ環境指数予測値の良化さ
せておくことで、制御対象の電力負荷の制御のみで買電電力予測値を目標電力以下に抑制
する例を示す図である。
【００７７】
　図５Ｄの（ａ）では、１２：３０～１４：００のスロットの買電電力予測値が目標電力
を超過しており、また、環境指数予測値も高めであることから、電力負荷の電力制限のみ
で買電電力予測値を抑制すると、環境指数予測値が閾値を超過する。尚、図５Ｄの（ａ）
を図５Ｃの（ａ）と比較すると、１２：００～１２：３０の買電電力予測値が図５Ｄの（
ａ）の方が低い。
【００７８】
　図５Ｄの（ｂ）は、図５Ｄの（ａ）と同じ期間において、本実施の形態に係るピークシ
ェービングの実施例を示す図である。
【００７９】
　１２：００～１２：３０のスロットでは買電電力予測値が低く、また今後買電電力予測
値が目標電力を超過することが見込まれていることから、あらかじめ制御対象の電力負荷
１０２を制御し、環境指数予測値を良化させておく。このことにより、１２：３０～１４
：００のスロットで制御対象の電力負荷１０２の電力制限を実施しても、蓄電システム１
０４からの放電なしに、環境指数予測値が閾値以上まで悪化することはなくなる。事前に
環境指数予測値を良化させておく以外は図５Ａと同様の動作である。
【００８０】
　その結果、図５Ｄ（ｂ）の例では、１２：３０～１４：３０のスロットで買電電力予測
値を目標電力以下に抑制でき、かつ、環境指数予測値についても閾値以上の悪化は回避で
きている。また、事前に環境指数予測値を良化させておくことで、蓄電システム１０４は
ピークシェービングに使用する必要はなく、常に他サービスへの使用が可能となる。
【００８１】
　以上、図１～図５Ｄを用いて、本実施の形態に係る買電電力を削減する電力制御装置の
電力制御方法について説明した。
【００８２】
　これにより、環境指数予測値を一定範囲内に収めながら、買電電力を目標値以下に抑制
するピークシェービングを実施することができる。また、蓄電システムの放電を控え、充
電を優先的に行うことで、蓄電システムをピークシェービングのために使用する期間を短
くすることができ、蓄電システムを各種用途において効果的に使用することができる。
【００８３】
　その結果、蓄電システムをピークシェービングのみならず、負荷周波数調整制御サービ
スやバックアップなどの他の用途でも使用し、負荷周波数調整制御市場からインセンティ
ブを得ることができる。即ち、蓄電システムを用いてピークシェービングを実施しつつ、
蓄電システムを用いて他サービスへの参加を可能とし、システムとしての総合的な有用性
及び経済性を大きくすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本開示に係る電力制御方法は、電力負荷と蓄電システムを用いて買電電力を削減する電
力制御装置等に適用できる。
【符号の説明】
【００８５】
１００　買電電力削減システム
１０２　制御対象の電力負荷
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１０４　蓄電システム
１０５　ピークシェービング統合管理装置
１０６　蓄電システムスケジュール管理装置
３０１　状態受信部
３０２　実測状態データベース
３０３　予測部
３０４　予測状態データベース
３０５　ピークシェービング実施制御部
３０６　蓄電システムスケジュールデータベース
３０７　制御指令送信部
３０８　充放電計画部
３０９　蓄電システムスケジュール管理部

【図１】 【図２】
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